
附 録

1- 国立学校設置法抜幸

国立学校殷置法昭和24年 5月31日公布法律第150号

第2章 国 立 大 学

第 4条 国立大学に，左表の通り，研究所を附置する．

大学の名称 研究所の名称 位閥 目 的

生産技術
生産に関する技術的問閣の科学的総

東京大学 研 究 所
千葉県

合研究並びに研究成果の実用化試醗

2. 生産技術研究所内の諸規定

目 次

1) 生産技術研究所協議会内規

2) 生産技術研究所商醗会内規

3) 理工学研究所•生産技術研究所連絡会隈内規

4) 生産技術研究所述営関係委員会設腔規定

5) 東京大学生産按術研究所常務委員会に関する規完

6) 東京大学生産按術研究所特別研究審醗委員会規定抜翠

7) 東京大学生産技術研究所工作委員会規定抜翠

8) 東京大学生産技術研究所図害委員会規定抜翠

9) 東京大学生産技術研究所写真委員会規定抜翠

10) 生産研究網集委員会規定抜翠

11) 東京大学生産技術研究所放射性同位元素委員会規定抜翠

12) 東京大学生産技術研究所電子顕微節委員会規定抜翠

13) 東京大学生産技術研究所高速度写冥委員会規定抜翠

14) 東京大学生産技術研究所研究員取扱内規

15) 東京大学生産技術研究所研究生規定

16) 東京大学生産技術研究所受託規定

1) 生産技術研究所協議会内規

第 1条 生産技術研究所協議会は，生産技術研究所の事業並びに運営の方針

について学外の学識経験者から意見を求めることを目的とする

第 2条協議会は協議員若干名で組織する
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第 3条協議員は，生産技術研究所長が委嘱する

第 4条協議員の任期は， 2年とする

第 5条協議会に会長を箇＜

会長ば協議員の互選によつて定める

第 6条 会長は，生産技術研究所長の申出により協議会を招集し，その議長

となる

会長に事故がある場合は，会長の指名した協議員がその職務を代行する

第 7条 生産技術研究所長は，協議会に列席しなければならない

第 8条 生産技術研究所長は，必要と認めた職員を協議会に列席させること

ができる

附則

この内規は，昭和24年10月1日から実施する

2) 生産技術研究所商議会内規

第 1条 生産技術研究所商議会は，総長の管理に属し，生茄技術研究所の連

営上必要な事項を審議する

第 2条 商議会は，商議員若干名で組織する

商議員は，左に掲げる者に総長が委闊する

1. 生産技術研究所長，理工学研究所長及び工学部長

2. 生産技術研究所の教授・助教授の中から 5名

3. 迎工学研究所，工学部，理学部，股学部及び医学部の教授，助教授の

中から各1名

4. 生産技術研究所長が必要と認めた者

第 3条 生産技術研究所長は，商議会を招集し，その議長となる

附則

この内規は，昭和24年12月19日から実施する

3) 理工学研究所・生産技術研究所連絡会議内規

第 1条理工学研究所・生産技術研究所は，その事業を行うにあたり，互に

緊密な辿絡をとり，事業の円滑な連営を目的として協同的に処理すべき問

題について，述絡協議するため理工学研究所・生産技術研究所連絡会議

（以下会議と称する）を設ける

第 2条会議は，委員及び幹事で組織する

委員は，議事を協議決定し，眸事は庶務・会計の事務を行う
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第 3条委員は，左の通りとする

1. 理工学研究所長

2. 生産技術研究所長

3. 理工学研究所所属の教授・助教授の中から選ばれた者， 5名以内

4. 生産技術研究所所属の教授•助教授の中から選ばれた者， 5名以内

所長でない委員の任期は， 2年とする

幹事は，理工学研究所事務長及び生産技術研究所事務長をこれに充てる

第 4条 会議は，毎月 1回常例的に開催する．但し必要があるときは，双方

協議の上臨時に会議を開催することができる．

第 5条会議の議長は，交互にいずれかの所長がこれに当る

第 6条 会議が必要と認めた場合は，委員以外のものを参加させ，その意見

を聞くことができる

附則

この内規は，昭和24年12月15日から実施する

4) 生産技術研究所運営関係委員会設慨規定

第 1条 生産技術研究所長は，所内の運営上の諸問題について必要ある場合

は，その目的別に委員会を設けることができる

第 2条 前条の委員会は，所長の諮問に答え，所内の運営の向上，合理化，

処理方針等の審議を行うものとする

第 3条 所長が必要と認めたときは，委員会の長に運営事務の一部を分掌さ

せることがでるき

第 4条 各委員会の目的，構成，任務等については，別に定め声規定による

5) 東京大学生産技術研究所常務委員会に関する規定

第 1条 東京大学生産技術研究所に常務委員会を置く

常務委員会は，評議員と常務委員とで組織し，次の事項を行う

1. 所長の諮問に応ずること

2. 教授総会から委託された事項を処理すること

3. 常務に関する打合せ

第 2条 所長は，常謗委員会を招集し，その議長となる

第 3条 常務委員は，研究部より各部2名とし，その部の教授・助教授の互

選による

第 4条 常務委員の任期は 1年とし，補欠委員の任期は前任者の残任期間と
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する．引続き 2期在任した常務委員は，任期満了後2年間は常務委員に選

ばれることができない．但し，補欠委員としての 1年に満たない期間は，

在任期間とみなさない

第 5条第3条により選出された常務委員のうち， 1名を部主任とし，その

部を代表する

第 6条 前条の部主任は，その部の常務を総括する

第 7条 常務委員会における各部2名の常務委員は，全く同等の立場に立つ

ものとする

第 8条常務委員会には，代理者の出席を認めない

但しその部所属の常務委員が 2名共に出席できない場合は，その部の教授

叉は助教授の中から， 1名を出席させなければならない

第 9条 所長が必要と認めたときは，常務委員以外のものを常務委員会に列

席させ，意見をきくことができる

附則

この規定は，昭和26年4月1日から実施する

6) 東京大学生産技術研究所特別研究審議委員会規定抜幸

第 2条委員会は，所長の諮問に答え，次の事項を審議する

1. 特別研究費の配分に関すること

2. 特別研究費の予算要求資料の作成

3. 特別研究費による事業の逹成に関する事項

4. その他特別研究に関し，所長が必要と認めた事項

第 3条委員会は，委員10名で組織し，内 1名を委員長とする．委員長は委

員の互選による

第 4条委員は，研究部の各部 2 名とし，その部の教授• 助教授の互選によ

る（以下略す）

備考 特別研究費とは，各部に配分される研究費以外で，研究所の使命逹成

のため，特別に配付された研究費，又は生研内で特別に考應された研究費

等をいい，科学研究費・受託研究費を含まない

7) 東京大学生産技術研究所工作委員会規定抜幸

第 2条委員会は，試作工場の業務運営を円滑にするため次の事項について

審議する

1. 試作工場の運営に関する重要事項の企画並びに立案
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2. 作業能率向上に関する事項

3. 業務実施に関する連絡調賂

4. その他必要な事項

第 3条委員会は，委員長の他に委員若干名をもつて組織する

第 4条 委員長は本所教授の内から教授総会で選出する．委員は次の通りと

する

1. 研究部の各部ごとに，その部の教授・助教授の互選によるもの各 1名

2. 所長が必要と認め，教授総会の承認を得た者若千名

（以下略す）

eJ 東京大学生産技術研究所図書委員会規定抜幸

第2条委員会は，所内図魯室の連営について次の事項を行う

1. 図書室連営に関する事務監督

2. 図害運営に関する企画並びに立案

3. 図書運営に関する迎絡調整

4. 賠入図書の選択

5. その他必要と認めた事項

第 3条委員会は，委員長の外，委員10名をもつて組織する

第 4条 委員長は，本所教授中より教授総会において選出された者，又委員

は，研究部ごとに 2名とし，その部の教授・助教授叉はこれに準ずる者の

互選1こよつた者が， これに当る

（以下略す）

9) 東京大学生産技術研究所写真委員会規定抜幸

第 1条委員会は，写真室の業務連営を円滑にするため，左の事項を行う

1. 写真室の迎営に関する企画並びに立案

2. 毎月の業務に対する予定計画並びに実施報告書に対する検討

3. 業務実施に関する連絡調整

4. 材料の入手，使用並びに業務技術に関する助言

5. 器材箭整備に関する助言

6. その他必要と認めた事項

第 3条委員会は，委員 5名で組織し，内 1名を委員長，他の 1名を副委員

長とする．委員長及び副委員長は，委員の互選による

（以下略す）
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10) 生産研究編集委員会規定抜幸

(1. 略す）

2. すること：生産技術研究所の月刊機関雑誌である「生産研究」の編集と

そのために必要な仕事をする

3. しくみ：委員長 1名，委員 12名

委員長は教授が当り・,教授総会で選ぶ任期は 1年とし，毎年4月1日に

あらためる

委員ぱ教授か助教授とし，第1部 2名，第2部 3名，第3部 2名，

第 4部 3名，第5部 2名を各部で選ぶ

任期は 1年とし，毎年4月1日と10月1日に各部の半数がかわる．ただし

4月は第2部 1名，第4部 2名， 9月は第2部 2名，第4部 1名

がわかることとする

委員長は編集技術上必要あるときは，専門委員をたのむことができる．ま

た委員会の仕事を助けるために編集幹事をおくことができる

4. しかた

責任と力：委員は毎号の編集について共同的な責任を負い，原鏑の取捨，

訂正等について十分な力を持つものとする

会議：毎月 1回以上定期の委員会を開く．また必要によつて臨時の委員会

や専門委員会をもつことができる

編集室：編集に関ナる実際的な仕事をするため編集室をもつ

11) 東京大学生産技術研究所放射性同位元素委員会規定抜幸

第 2条 委員会はRI実験室の管理並びに運営を円滑にするため下記の事項

を行う

1. 実験室運営に関する企画ならびに立案

2. 毎月の研究業務に関する予定計画ならびに実施報告に対する検討

3. 実験室使用に関する連絡調盤

4. 材料の入手，使用並びに研究技術に関する助言

5. 器材等の保守盤備

6. RI実験に従事する者の健康管理に関する事項

7. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は委員 6名以内で組織し，内 1名を委員長， 1名を幹事とす

る．委員長及び幹事は委員の互選による
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第 4条委員は教授総会において本所の教授，助教授並びにこれに準ずる者

の中から選出する

（以下略す）

12) 東京大学生産技術研究所電子顕徴鏡委員会規定抜幸

第 2条 委員会は電子顕微鏡室の管理並びに運営を円滑にするため下記の事

項を行う．

1. 電子顕微鏡室運営に関する企画並びに立案

2. 毎月の研究業務に関する予定計画並びに実施報告に対する検討

3. 実験室使用に関する述絡調整

4. 材料の入手，使用並びに研究技術に関する助言

5. 器材令年の保守整備

6. その他必要と認めた事項

第 3条 委員会は委員 5名以内で組織し，内 1名を委員長， 1名を幹事とす

る．委員長及び韓事は委員の互逮による

第 4条 委員は教授総会において本所の教授，助教授並びにこれに準ずる者

の中から選出する

（以下略す）

13) 東京大学生産技術研究所商速度写頁委員会規定抜幸

第 2条 委員会は委員会保管の高速度写真装閥並びに附属設備の管理及び連

営を円滑にするため下記の事項を行う

1. 高速度写真装閤並びに附属設備に関する企画

2. 研究業務実施に関する連絡調整

3. その他必要と認めた事項

第 3条委員会は委員若千名で組織し，内 1名を委員長，他の 1名を副委員

長とする．委員長及び副委員長は委員の互選とする

第 4条委員は各部侮に 1名以上とし，その部の教授，助教授並びにこれに

準ずるものの互選による

（以下略す）

14) 生産技術研究所研究員取扱内規

第 1条 生産技術研究所において次の場合において，所長は総長に上申の上

研究員を箇くことができる
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1. 生産技術研究所において一定期間特殊な事項の研究に対し，所外の者

に研究の協力を委嘱する必要ある場合

2. 学内，学外より，生産技術研究所の施設を利用し一定期間研究するこ

とを依頼され，所長が差支えないと認めたとき

第 2条研究員は，大学卒業又は同程度の学力を有し，研究事項については

相当の経験を有するものでなければならない

第3条研究員に対して第 1条第1号の場合は手当を支給することが出来る

第 4条第1条第2号の研究員にして特に費用を要するものは，その実費を

負担させることができる

第 5条研究員は，本所職員に準じて取扱う

但し別段に定められている事項についてはこの限りでない

第 6条研究員は，本所において研究した成果を発表するとき，又は特許権

錮を申請する場合は，予め所長に協議しなければならない

第 7条各部において研究員を骰こうとするときは，その部の主任は内申害

を所長に提出しなければならない

内申書には氏名，身分，研究目的，研究期間，研究方法，手当念の額，その

他必要な事項等を記入し，叉本人の履歴害を添付しなければならない

第 8条 所長は，内申書が提出されたときは，常務委員会に訴り総長に上申

する

第 9条研究員は，研究期間中といえども本所において，差支えある褐合は

発令を取消すことがある

附則

この内規は昭和26年10月1日より実施する

15) 生産技術研究所研究生規定

第 1条 生産技術に関する事項につき研究を希望する者があるときは，本所

において支障がない場合に限り，研究生として入所を許可することがある

第 2条研究生として入所を許可する者は，大学学部を卒業した者叉はこれ

と同等以上の学力応しくは経験を有し，本所において適当と認めた者とす

る

第 3条研究生を希望する者は，所定の願書に履歴書を添えて所長に差出さ

なければならない

第 4条研究生は，所長の指揮監督を受け，本所が指定した教官の指導の下

に研究に従事しなければならない
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第 5条研究生がその研究業績を発表しようとするときは，必ず指導教官の

承認を受けなければならない

第 6条研究生は，入学科として金250円を納付しなければならない

第 7条 研究生は，研究料として月額金350円を納付しなければならない

但し，特に多額の費用を要する場合は，別に自弁させることがある

2 既納の研究料は，還付しない

第 8条研究生の研究期間は， 1年以内とする

2 当初決定された研究期間を経て更に研究を継続しようとするときは，

その理由を具して所長に願出で，許可を受けなければならない

第 9条研究生は，研究期間の終りに，その研究状況及び成果を記載した報

告書を指導教官を経て所長に提出しなければならない．

2 研究生の研究期間が 1年以上にわたるときは， 1年の終りにおいて，

その研究状況の中間報告書を前項に準じ提出しなければならない

第10条 所長は，疾病その他の事由により，研究を継続することが不適当と

認めるときは，その研究生に対し，退所を命ずることがある

第11条研究生が期間満了前に退所しようとするときは，理由を具してその

旨を所長に願出なければならない

第12条 官公署叉は会社等より，依託研究生を入所させようとする場合も，

本規定により取扱う

附則

この規定は，昭和29年4月1日から施行する
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16) 東京大学生産技術研究所受託規定

第 1条東京大学生産技術研究所（以下本所という）に対し，生産技術に関

係がある学理的問題又は物品等の研究・試作・試験・検定•製作・調査等

を委託しようとする者があるときは，本所で適当と認めたときにこれを受

託する

第 2条 前条の委託をしようとする者は，別紙様式(1)に定める申込書を提出

しなければならない

受託を承諾したものに対しては，別紙様式(2)の受託承諾書を交付する

第 3条 受託の承諾を得た者は，第5条に定めた料金を，指定の期間内に，

本所に前納しなければならない．但し，特別の事由があるときは，前項の

料金の分納叉は後納を認めることがある

指定の期間内に前項の料金を納付しないときは，委託を取消したものとみ

なす

第4条 一旦納付した料金は，これを返還しない．但し，天災，その他やむ

を得ない事由によつて受託事項を遂行し得ないときは，その全部叉は_.部

を委託者に還付することがある

第 5条 第 3条第 1項の料金は，委託事項に要する経費を算定してその都度

これを定める

第 6条 本所が，受託事項実施中，特に多額の費用を要し，納付された料金

に不足を生じると認めたときは，改めて委託者と協議することができる

第 7条 下記の各号の場合においては，委託者の受ける損害に対し本所は，

その貰を負わない

1. 天災，その他やむを得ない事由によつて，受託事項を遂行し得ない場

合

2. 委託を受けた物品の試験・検定等の間に損害を生じた場合

3. 委託者が，その責務を完全に履行せずと本所が認めたときに執つた処

理に基く場合

第 8条 受託事項が完了したときは，その経過並びに結果を委託者に報告す

る．但し，受託実施中において，委託者の希望によつて中間報告をするこ

とができる

第 9条 受託事項に関する成果を公表するときは，本所がこれを行う

前項の公表が委託者の利益を害するおそれがあると認められるときは， 2 

年以内，その公表を猶予することができる
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第10条 委託者は，本所が必要と認めたときは，補助者を一定の期間中派遣

することができる

前項の補助者の勤務に関しては，本所職員に準じて取扱うが，給料・手当

• 旅費等はこれを支弁しない

第11条 受託事項で，本所職員が発明したときにおける発明特許等に関する

規定は，別にこれを定める

附則

本規定は昭和25年 3月11日から施行する

様式(1)

委託中込霜

昭和年月日

東京大学生韮技術研究所長 且合正治殷

京京大学生荏技術研究所受託規定により下記内
容をもつて研究•試作•検定•製作•調立を委
託致したくお願"'"'たします

覗住所

氏名印

記（委託の内容）

1. 四 目
I 

2. 目的及び内容 I 
3. 予 算 の 簑 囲 I 

（ 4 提人品・提陪名の供兵供のこ•の•数時と森有期最無材記・等） 
I 

5. 完成希望期限 I 
6. 公哀猶予期限

I 
7. 発つ明た特祖許合のの処あ

; 

漑 ! 
8 その他希望事 i ',A 

採式(2)

曰

受託承諮古

昭和年月

殿

昭和年月 曰附巾込の委託祁涼は本所受託
規定に悲き下記の条件によつてこれを承諾しま．
す

東京大学生窪技術研究所長 且合正治

記

I 

名主任担当者分任担当者

I 

［ 

月

I ミ

疋
., 

I 
17 発明特許の処

□―― 1s. その他I
i . - ... --

! 

----------------_! 
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